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要 約 

 

日本では、保育所における保育士と子どもの比率は定められているが、グループサイズ（クラス規模）に関

する規定はない。しかし、グループサイズが保育の質の担保と関連があることは、多くのエビデンスから明ら

かにされている。そこで本研究では、保育の質を担保する保育形態のあり方について提案するために、諸外国

における保育に関する諸条件や動向を把握し、日本のこれからの保育のあり方を検討するための基礎資料を得

ることを目的とする。その際、グループサイズに着目するとともに、子どもと保育者の配置比率や資格要件と

の関連にも目を向け検討を行う。その結果、保育の質を考えるには、多様な要因を総合的に捉えることが重要

であり、グループサイズを比率や資格要件と関連づけて捉えた上で、保育の質を担保するために、何が条件と

して必要なのかを検討することが求められると考えられる。また、規模の大きいクラスの中にあっても、子ど

もの個別性を尊重した応答的関わりを担保することを重視した保育の体制を構築することが必要であると考え

られる。 

 

キーワード：保育の質、グループサイズ、保育者と子どもの比率、保育者の資格要件 
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Ⅰ 研究の背景 

 

近年の保育需要の高まりにより、待機児童問題の解消

が国の重点政策の一つとして位置づけられている。保育

所不足の解消は保育所の入所定員超過の容認、民営化の

促進、短時間保育士の導入等の規制緩和により進められ、

さらには待機児童の多い 0～1 歳児の面積基準が一部の

市で省令に「従うべき基準」から「標準」とされるなど

の規制緩和も行われている注１。また、保育所のみで待機

児童に対応していくことが困難なことから、家庭的保育

やグループ型小規模保育等の個人の居宅や賃貸住宅等を

活用した多様な保育制度が展開されつつある実態がある。

わが国の保育制度は平成 27 年度から施行が予定される

子ども・子育て支援新制度を控え、大きな転換期にある

が、その中で保育の質の担保が必要ということは言われ

ている。しかし、質の高い保育とはどのようなものかと

いうことについての共通認識を持つための議論が十分に

行われているとは言えない。1990 年代まではわが国と同

様に待機児童問題を抱えていたスウェーデンでは、待機

児童解消後の 2000 年代には、保育の質向上を課題とす

る政策へと変化させている 1)。今後人口減少が見込まれ

るわが国では、いずれは待機児童の問題も解消すると予

測されている。諸外国の例も参照としながら、待機児童

問題解消後の保育の質というものも視野に入れ、検討し

ていくことが必要と考えられる。 

わが国では 1947 年の児童福祉法の制定と共に、児童

福祉施設最低基準が定められ、保育士一人に対する子ど

もの比率についても定められた。その後、幾度かの改訂

を経て 1977 年に現在の基準となっている。幼稚園につ

いては幼稚園設置基準において 1 学級の幼児数が 35 人

と定められているが、保育所にはグループサイズ（集団

規模・クラス規模）に関しては特に規定はされていない。 

年齢区分別保育所利用児童の割合2)を見ると、2012 年

度における 3 歳未満児の割合は 25.3%であり、2000 年

度の 14.7%と比較すると 10 ポイントの増加となってい

る。そのうち、0 歳児の割合は、5.5%から 10.2%へ、1･

2 歳児の割合は 19.3%から 33.0%へと増加し、育児休業

の普及と相まって、1･2 歳児の利用割合が高くなってい

る。さらには、保育所の待機児童はとりわけ１･2 歳児に

多いことから、定員超過が顕著であり3)、1 クラス 20 人

以上の集団で過ごす保育所が、1 歳児クラスでは 14.3%、

2 歳児クラスは 22.3%であることが明らかとなっている4)。

加えて、非正規保育士を配置する保育所は 85.9%であり、

そのうち、9 割以上の非正規保育士が正規職員と同様の

仕事を行っていることや 5)、短時間勤務保育士を導入す

る保育所の増加（2011 年度 37.5%）6)などにより、保育

士一人に対する子どもの比率は遵守されても、グループ

サイズが大きい場合の対応に困難が伴うことが推察され

る。 

しかしながら、グループサイズ等の保育環境の物理的

側面である構造的要因が、保育過程の質（例えば、保育

者と子どもの関係、保護者とのコミュニケーション）に

関連があることが明らかになっている 7)。特に、低年齢

児については、応答的に関わる身近な大人との関係の中

で、運動機能、コミュニケーション、象徴機能等が発達

するとともに、物や人との関わりが強まることが指摘さ

れている 8)。また、土方は、１歳児クラスの遊びの継続

的な研究の中で、１人ひとりを大切にし、その子の思い

をうけとめ丁寧にかかわっていく保育の積み重ねが、保

育の質を問うときに重要であることを指摘している 9)。

したがって、定員超過が顕著である低年齢児の子どもた

ちが受ける保育の質の担保について検討することは、非

常に重要な課題である。 

国内の先行研究については 10)、保育所におけるグルー

プサイズや適正規模に焦点を当てた研究の数は多くはな

いもののいくつかは見られ、また 3 歳未満児のグループ

サイズに着目する研究は比較的新しい調査に見られると

いう特徴がある。主たる研究方法としては、質問紙によ

る保育者等への意識調査、保育者や乳幼児を対象にした

観察調査、保育者の疲労に焦点を当てた計測調査、保育

室等保育所の環境を対象とした計測調査などが行われて

いた。 

各年齢別の適正規模は、4、5 歳児クラスで 20～25 人

程度、3 歳児クラスでは 10～20 人、2 歳児クラス 7～18

人、1 歳児クラス 7～13 人、0 歳児クラスごく少人数か

ら 10 人程度とされていた10)。これらのクラス適正規模

の判断理由として、「目が行き届く」、「一人一人の子

どもを把握し丁寧に関われる人数」など多く上げられる

結果がある一方で、保育士が現在担当しているクラス規

模を最適と認識する傾向があることが指摘されていた。

また、空気環境、音環境などの調査 11)により､人数の多

さが浮遊粉塵量や二酸化炭素濃度の高さ、騒音にもつな

がることが指摘されていた。 

一方、諸外国の文献を“group size”で検索すると、ヒッ

トする件数も多く、また、保育者 1 人に対する子ども数、

保育者の教育水準等と共に因子の一つとして並べられる

ことが多くみられた。グループサイズにより、子どもの

健康状態 12)13)14)15)、安全性 16)17)、保育者と子どものかか

わり 18)19)、社会情緒的発達 20)21)や就学レディネス 22)23)

等の比較検討が行われ、小規模グループの方が有意に優

れていることが多くの研究で示されている。また、これ

らの研究の成果として、国としての基準ではないが、推

奨基準が示されるものもあり、米国の小児科学会や公衆

衛生協会（AAP＆APHA）の推奨基準では、6 か月～15

か月 6 人、～24 か月 8 人、～36 か月 14 人と示されてい

る。 

わが国とは保育制度上の相違もあることから、とりわ

け保育所との比較において、その基準が日本の保育所に

適応しうるかどうかの判断は慎重でなければならない。
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しかしながら、グループサイズの規定がある国や、推奨

されている数値が示されている国はどのような経緯を経

て明示されたかについては検討に値するのではないかと

考えられる。 

一定の保育制度や施設保育の質に関する議論は多く

の国において明白となっているが、この問題に対して統

一された統計データが欠如している24)。しかし、保育の

質をめぐるいくつかの報告から、どのような制度であれ、

保育の質を担保する上で重視しなければならない要素は、

ある程度共通していることが指摘されている 。例えばイ

ギリスでは、グループサイズ、比率、保育士の資格に関

する研究が行われ、3 つの要素は、子どもとの相互作用

の質に大きく影響していることが示されている 25)。また、

スウェーデンでは、政府がグループサイズや子どもと保

育士の比率が保育の質を左右することを重視し、保育政

策に反映させている 26)。 

 

 

Ⅱ 研究の目的と方法 

 

１．研究の目的 

本研究では、保育の質を担保する保育形態のあり方に

ついて提案するために、諸外国における保育に関する諸

条件や動向を把握し、日本のこれからの保育のあり方を

検討するための基礎資料を得ることを目的とする。その

際、グループサイズに着目するとともに、子どもと保育

者の配置比率や資格要件との関連にも目を向け検討を行

う。なお、ここでいう保育形態とは、制度上の形態にか

かわらず、クラス規模や年齢構成、保育者の配置、保育

士の関わり方などの保育方法を指している。 

 

２．研究の方法 

(1) 諸外国の保育制度について 

OECD Starting StrongⅡ EARLY CHILD 

EDUCATION AND CARE（OECD 保育白書 人生の始

まりこそ力強く：乳幼児期の教育とケア（ECEC）の国

際比較）27)【以下 SSⅡと記す】において報告されている

OECD 諸国の保育制度について、グループサイズ、子ど

もと保育者の配置比率、資格要件の 3 つの観点について、

概観した。 

さらに日本の現状との比較を行うために、日本と同様

に、グループサイズの規制がなく、比率の規制がある国

の保育制度の調査を進めることにした。調査対象国は、

資格要件が多様であるイギリス、日本と同様に高等教育

で資格を取得するニュージーランド、スウェーデン、韓

国の 4 カ国である。これら 4 カ国は、日本において比較

的研究が行われ、保育制度に関する情報が得やすいと考

えられた。また、抜本的な保育制度改革を進めてきた国々

（イギリス、ニュージーランド、スウェーデン）、並び

に、今後進めようとしている国（韓国）でもある。 

また、情報を得るにあたり、文献研究並びにこの分野

に詳しい有識者として、スウェーデンに関して白石淑江

氏、アジア圏に関して一見真理子氏、そして諸外国全般

に関して秋田喜代美氏に情報提供および調査方法の助言

を依頼した。 

(2) 保育所 0・1 歳児クラスの観察 

標準的な定員規模（120 名）で、とりわけ低年齢児の

グループ運営が良好に行われている民間保育所１園を観

察調査し、低年齢児保育におけるグループ運営について

検討した。 

(3) 倫理的配慮 

協力者へのインタビュー並びに観察調査においては、

調査の目的、趣旨を説明し、協力を依頼した。とりわけ

保育所における観察調査においては、個人情報保護に配

慮すると共に、保育に支障を来さないように配慮した。 

 

 

Ⅲ 諸外国の保育制度 

 

本章では、グループサイズ、子どもと保育者の配置比

率、資格要件に着目して、諸外国の保育制度の現状を把

握するとともに、日本の現状と比較する。 

 

１．SSⅡに見る諸外国の現状 

SSⅡにおいて報告されている OECD 諸国の保育制度

を、グループサイズ、保育者と子どもの配置比率、資格

要件の 3 つ観点から整理を試みた。 

報告されている国は全部で 21 ヵ国（ベルギーはフラ

ンス語圏とフラマン語圏で分割）、その中でグループサイ

ズも比率も規制がないのはメキシコであった。フランス

は、規制はないものの、チャイルドケアにおいてグルー

プサイズ、比率ともに推奨数が定められている。逆に、

グループサイズも比率にも規制がある国の中では、高等

教育（中等教育後の専門教育含）で資格を取得する国（ポ

ルトガル）もあるが、0～3 歳を対象とするチャイルドケ

ア施設での資格は中等教育（ハンガリー・イタリア）、3

～6 歳を対象とする幼稚園での資格は中等教育（チェ

コ：0～3 歳の 95.5％は家庭）、資格要件がない国（アイ

ルランド）もある。 

また、アメリカとカナダは、州によってグループサイ

ズや比率の規制基準に大きな差があり、ノルウェーはグ

ループサイズを、ドイツは比率を地域レベルで決定して

いることが報告されている。 

最も多いのは、グループサイズには規制がないが、比

率に規定がある国であった。その中で、イギリスは、資

格要件が多様である。オーストリア（3～6 歳の幼稚園に

はグループサイズ規制あり）は、資格取得が中等教育で

あるが、0～3 歳を対象としている施設での平均クラス規

模は 12 人と比較的小さい。また、オランダも、資格取

得が中等教育であるが、0～4 歳を対象とする施設での平
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均クラス規模は 12 人であった。日本と同様に高等教育

において資格を取得する国は、スウェーデン、フィンラ

ンド、オーストラリア、デンマーク、韓国である。ただ

し、上記のうち韓国以外の国は、補助者として働く場合

には中等教育、訓練のみ、免許なしと様々であった。 

 

２．４ヵ国の保育制度 

（１）イギリス 

1) グループサイズ 

イギリスには、多様な就学前保育の形態がある。グル

ープサイズについての既定は、チャイルド・マインディ

ング（日本の家庭的保育にあたる）にのみ見られ、8 歳

未満児 6 人までとなっている（6 人中未就学児は最大 3

人まで、0 歳児は 1 人まで。一定条件が満たされれば 6

名を超えない範囲で学齢未満児を増やすことができる）。

その他の形態については規定がない 28)。 

しかし、イギリスにおける教育分野の所管省庁である

教育技能省（DfES：Department for Education and 

Skills）からの委託によって、職員対子どもの比率、グ

ループサイズと職員の資格・訓練に関する研究が行われ

ている 29)。 

そこでは、ナショナル・ケア・スタンダードは、推奨

されるグループサイズを明確に含めたものであること、

さらに、グループサイズに明確な大人対子どもの比率を

関連づける必要があることが提言されている。 

2) 比率 

チャイルド・マインディング以外のあらゆる保育形態

において、職員配置基準が定められており、2 歳未満児

では 3:1、2 歳児では 4:1、3 歳以上では 8:1 となってい

る。また、リセプション・クラスを含む独立学校、公立

学校とナーサリー・スクールでは 13:1（3 歳以上児）と

なっている。 

3) 保育者の資格要件 

イギリスの保育形態は多様であることから、職員の資

格要件もさまざまである。 

ナーサリー・スクール（日本の公立幼稚園にあたる）

やナーサリー・クラス（小学校に付設された幼稚園）で

働くためには、有資格教員職位が必要となる。イギリス

で教員免許を取得するためには、総合大学、あるいはそ

れに相当する高等教育機関において 4 年制の教育学士課

程を卒業するか、他学部（3 年課程）で学士号を取得し

たのち、1 年の教職課程を修了することが求められる。 

ナーサリー（日本の保育所にあたる）の職員には、「職

業教育資格評議会（The Business and Techinican 

Education Council : BTEC）」によって与えられる資格

がある。これは、16 歳以上の義務教育終了後、2 年課程

のコースを修了することで資格が付与される30)。また、

2006 年からは、0～5 歳児を担当する学士レベルの保育

職として「乳幼児専門職位（Early Years Professional 

Status）」も新設されており31)、経験と学歴要件によって

履修様式が異なる。 

チャイルド・マインダーには、基礎資格に関する要件

がない。そのため、地方当局福祉課（Local Authority 

Social Service : LA)への登録・査察義務を規定されてい

る 32)。 

その他の資格として、「国家職業資格保育者（National 

Vocational Qualifications in Child Care and 

Education）」（以下、NVQ’s と記す）がある。NVQ’s は、

実社会で労働者の職務遂行能力を認定する資格であり、

学校に通うか職場で働きながら身につけた技能の評価・

検定を受けるかのいずれかの方法で取得することができ

る33)。 

4) 質の担保 

イギリスでは、保育の質を保証するために、公、民間

を問わず全ての保育サービスは「教育水準局（Ofsted）」

による査察を受けることになっている。2012 年 3 月に

は、ナショナル・カリキュラムである「乳幼児基礎段階

（EYFS）」(以下、EYFS と記す)が改訂され、保育に関

する国の基準の見直しが行われた。EYFS は、0～5 歳ま

での子どもの保育実践のためのガイドラインであり、イ

ギリスにおける保育の基準であると同時に、Ofsted によ

る査察の基準でもある。 

保育の質に関しては、イギリス政府が EYFS 等に見ら

れるように具体的な方法論までを示している。これは、

「子どもにとってのよい実践とは何か」ということに関

して、具体的な実践のレベルで人々の間にコンセンサス

が成立しづらいことを踏まえてのことである 34)。 

また、イギリスでは、ナーサリー・スクールやナーサ

リー・クラスといった日本の幼稚園にあたる施設におい

ては、教員資格が必須であるのに比べて、その他の保育

施設では、職員の資格のレベルと種類はそのサービスの

種類によって異なっていた。そのことが、保育の質の差

異にも影響を与えていることが指摘されてきた。この点

においては、先にも述べた「乳幼児専門職位」の導入に

見られるように、保育職資格制度を再構築することによ

って、現存する多様な保育資格を統一化・高度化しよう

とする動きも見られる 35)。  

 

（２）ニュージーランド 

1) グループサイズ 

グループサイズについて具体的な規模を示す規定は

ない。しかし、教育省（Ministry of Education）の ECE

（Early Childhood Education）のＨＰにはグループサ

イズについての記載が見られる 36)。それによると、グル

ープサイズは、子どもと保育者の相互作用や関係の質を

決定する重要な要素であること、グループが適切である

ことが保育者の子どもへのかかわりの質に関連している

ことが示されている。保育者が自分で、グループサイズ

に関する保育の省察を行えるようなチェックポイントも

示されている。 
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2) 比率 

保育サービスには、保育時間により全日型とセッショ

ン型の２種類があり、職員の配置基準が異なる。2 歳未

満児については、全日型・セッション型ともに 1:5、2

歳以上児では全日型 1:10、セッション型 1:15 である。

子どもの年齢が混合の場合には、全日型、セッション型

ともに 1:3 となっている。また、家庭的保育サービスに

ついては、2 歳未満児では 1:2、2 歳以上児では 1:4 であ

る。ニュージーランドの保育制度では、幼稚園・保育所

等の規模が 50人を超えることは原則として認められず、

保育施設の規模が全体的に小さいため、保育者一人当た

りが担当する子どもの数が少なく抑えられている。 

2009 年から保育者配置基準の見直しが行われる予定

であったが、2008 年の政権交代後見送られている 37)。 

3) 保育者の資格要件 

現在では、幼稚園教諭、保育士というような資格の別

はなく、どんな保育サービスにも対応できる共通の資格

が必要である。養成の期間は 3 年間であるが、学術性の

違いから、Bachelor（学士）と Diploma（準学士）の 2

種類の資格がある。 

実際に教職に就くためには、教員審議会への登録が必

要となる。大学などの高等教育機関で資格を取得すると、

教員審議会から教員就労許可証が与えられるが、これは

暫定的なものであり、正式な登録教員となるためには、

現場において経験を積むことが求められる 38)。 

4) 質の担保 

ニュージーランドでは、乳幼児教育施設は 3 年に一度、

教育評価局（ERO）の評価を受ける。認可を受けている

保育施設について、法律の基準を満たしているかどうか、

施設が掲げた目標が達成されているかどうか等が評価さ

れる。評価の特徴としてあげられるのが、多様な施設の

文脈に即した柔軟な評価を実施していることである。教

育評価局が、それぞれの施設ごとに「何を質とみなすか」

を明らかにしているのである 39)。また、各施設が自発的

に質向上への取り組みを行うことを支援するための手引

書を発行したり、質の高い施設には、高い補助金レート

を適用するなどのインセンティブを与えたりすることで

質の向上を促している 40)。 

ニュージーランドでは、乳幼児教育施設の所轄官庁が

一元化された後、幼児教育の質の向上が重要な課題とさ

れてきた。2002 年には、2012 年までの 10 年間に乳幼

児教育を改善していく計画として「未来への道すじ－乳

幼児教育のための戦略的 10 か年計画」が立てられ、質

の向上が目標の一つにあげられている。そして、質の向

上に不可欠なのは保育者の教育であるとして、教員数の

増大、現任研修の見直し等のさまざまな試みがなされて

きた。たとえば、有資格教員・登録教員数の増大につい

ては、登録教員の割合に応じて高額の補助金が支給され

るようになり、現職の職員の資格取得のための補助金を

支給するなどの支援も行われてきた 41)。しかし、2009

年の政権交代により政策は後退し、全保育者が有資格者

である必要がある幼稚園と比べて、その他の保育施設で

は保育者の半数が有資格者であればよいとされ、無資格

保育者解消は現在も課題として残されている 42)。 

また、ニュージーランドには、統一的なカリキュラム

である「テファリキ」があり、法的に遵守が義務付けら

れている。どの保育施設でも同じ水準の保育が保障され

るためである。しかし、「テファリキ」を実践に具体化す

るのは困難な現状があった。そこで、2004 年には、この

カリキュラムを実践する際に参考とすべき模範的な方

法・具体例を示す「幼児教育における学習評価の模範例」

が作成された。そして、これに基づいた評価指標群をも

とに評価が実施されている。 

さらに、外部評価だけではなく、施設が自己評価を行

うための「乳幼児教育のための自己評価ガイドライン」

が作成、配布されている 43)。 

 

（３）スウェーデン 

1) グループサイズ 

白石氏によれば、現在、グループサイズに関して政府

による明確な数値規定はない。これは、就学前学校の運

営に責任を負っている地方自治体（コミューン）が、国

の規定にしばられず地域の現状に即して柔軟に対応する

ことが可能なようにするためである。ただし、政府（学

校庁）では「就学前学校のクオリティのための一般的な

アドバイスとコメント」を発行し、その中で適当な大き

さのグループの肯定的効果やグループの規模が大きい場

合の否定的効果などを示して、地方自治体に対して適切

なグループサイズを図るよう奨励している。 

実際のグループサイズは、入所児童数の増加に伴い

1990 年代を通して全国的に増大傾向が続き、1990 年に

は 1 クラス平均 13.8 人であったのが 2001 年には 17.5

人となったことが報告されている。なお、その後グルー

プサイズの平均値は横ばい状態となり、2005 年は 17.0

人であった。また、自治体間および自治体内でグループ

サイズに差が見られることも指摘されており、例えば乳

児グループでは 10～22 人、幼児グループでは 15～25

人と幅があった 44)。 

こうした現状に対し、上述した政府の「就学前学校の

クオリティのための一般的なアドバイスとコメント」で

は、どのような場合においても最適であるというグルー

プサイズの数値はなく、どのような規模が適正であるか

は各々の状況によって異なるとしながらも、「子どもが最

善な形で成長するためにグループの規模は約 15 人が好

ましい」という見解を紹介している。また、低年齢児は

大人との密で安定したコンタクトがもつことができるか

否かがアイデンティティの形成や言語発達に影響するこ

と、特別な支援を必要とする子どもとスウェーデン語以

外の母国語をもつ子どもは一般的に保育者の密度が高い

小規模なグループが有利であることを根拠として、これ
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らの子どもたちのいるグループについては、より小さな

規模であることが必要であるとしている。 

2) 比率 

大体の目安として、3 歳までは 2:5、5 歳までは 1:5、

保育者は 3 人体制であることを政府が示している 45)。 

3) 保育者の資格要件 

2011 年に規定が改正され、就学前学校における教育に

関する学士の学位取得には 3.5 年の修業で 210 単位以上

を修得することが必要となった。保育者 3 人体制のうち、

1 人以上はこの学位を有していることが必要とされてい

る。それ以外の補助者については、高校での職業教育を

受けた者を最大 1 年単位の契約で雇用することになって

いる。 

なお、就学前学校の教員の他に、芸術や音楽等の教員

やスウェーデン語以外を母国語とする人などが雇用され

ている。こうしたスタッフは常勤での雇用が通常であり、

その決定を行うのは校長の責務とされている 46)。 

4) その他 

グループサイズや職員密度の適正化を図るために、国

では実態を調査・公開するとともに、助成金の支給など

の推進策を講じている。例えば、2005 年も政府は就学前

学校における職員の増加を目的とする国庫補助金を支給

し、これによって就学前学校の職員はほぼ 10%増加した

ことが報告されている 47)。 

5) 質の担保 

スウェーデンでは、保育実践の前提となる構造的な条

件（施設設備や職員配置等）については、国の示した「就

学前学校のクオリティのための一般的なアドバイスとコ

メント」に照らしながら、自治体が予算の確保や監査な

どを通じて就学前学校が一定の条件を整備するよう務め

ている。「就学前学校のクオリティのための一般的なアド

バイスとコメント」では、適正なグループサイズが保育

において重要であること、どのような規模や職員密度が

適正であるかは職員の資質や子どもの構成などに影響さ

れることを指摘した上で、自治体と就学前学校が適正な

グループサイズや職員密度について対話を行い、これら

が教育活動にどのような意味をもっていたかということ

を就学前学校の目標達成に関する査定評価に盛り込むべ

きであるとしている。こうした条件をめぐる問題に対し、

保護者をはじめとする地域住民の関心や意識も高く、改

善が必要な場合には自治体に対して要望が提出される。 

また、2010 年のナショナルカリキュラム改訂（2011

年 7 月より適用）48)の際に、「フォローアップ、評価、発

展」という項目が新設された。これは、ドキュメンテー

ションを活用することによって保育実践の質の向上を図

ることを目的としたものである。この評価には、子ども

や両親も参加することとされている。 

このように、スウェーデンでは国の示す方針に基づき

ながら自治体がハード・ソフトの両面で保育の質の担

保・向上を図っており、そこに利用者も参与している点

が特徴的と言えるだろう。 

 

（４）韓国 

1) グループサイズ 

保育施設における規定は定められていない。なお、幼

稚園においては幼児教育法施行令により、「幼稚園の学級

数と学級あたり最小及び最大の幼児数は、幼稚園の類型、

地域の事情などを考慮し、管轄庁が定める」こととされ

ている。つまり、その幼稚園の地域の状況に応じて、１

学級あたりの最大人数を、管轄庁すなわち市や道の教育

庁が定めることとされている。例えば、ソウルの半日制

のクラスであれば、満 3 歳クラスが 20 名以内、満 4 歳

クラスが 25 名以内、満 5 歳クラスが 30 名以内とされて

いる 49)。 

2) 比率 

保育施設における職員配置は、嬰幼児保育法（保育施

設の根拠法）により 0 歳児 1:3、1 歳児 1:5、2 歳児 1:7、

3歳児 1:15、4歳児から未就学児 1:20と定められている。 

3) 資格要件 

日本における「保育士」は、韓国では「保育教師」と

呼ばれる 50)。その保育教師の資格は、嬰幼児保育法施行

令により定められ、高等教育機関または教育訓練施設に

おいて取得することができる。保育教師は、1 級、2 級、

3 級と等級が分かれている。基本的に、短大、大学にお

ける養成課程を卒業した者は、2 級を取得することとな

り、必要な年数の保育経験を積むことや、昇級教育を受

けることにより、1 級を取得することができる。1 級を

取得するためには、2 級資格を取得した後に、3 年の保

育経験と昇級教育の受講、もしくは、修士号と 1 年の保

育経験、昇級教育の受講が必要とされる。 

4) 質の担保 

韓国における幼児教育・保育の進展は、先進国に比べ

て大きく遅れていたものの、1995 年以降大きく展開し、

幼児教育・保育の公共性と質の向上が追求されている 51)。

2004 年には大統領諮問機関である「高齢化及び未来社会

委員会」が設置され、当該機関により提出された方策の

中で「保育は国の責任で行う」ことが宣誓された。さら

に、合計特殊出生率の低下を背景に、対策施策として、

セッサク・プラン（2006 年～2010 年）、アイ・サラン・

プラン（2009 年～2012 年）が実施されている。また、

2007 年、初めての国家水準を示す「標準保育課程」が公

示された。標準保育課程の制定は、保育内容の質的な水

準を保持するための大きな飛躍であると考えられる。現

在、韓国における保育に関する議論、施策は、大きな変

革の渦中にあると言えるだろう。 

韓国における保育の質をめぐる課題とその動向につ

いては、勅使 52)53)に詳しい。以下、勅使 52)53)を参照しな

がら説明をしていく。まず、保育施設の設備等、保育教

師の勤務体制、待遇面における問題を指摘することがで

きる。韓国の保育施設の圧倒的多くは、民間が設置主体
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である。また、韓国には、日本における児童福祉施設最

低基準と同等の規定がない。つまり、保育の質を最低限

担保する基準が定められていないが故に、施設・設備条

件が不十分なまま開所されてしまうという状況があった

という。また、保育教師の給与は年俸制であり、月給は、

2008 年のアイ・サラン・プランの実態分析によると、社

会福祉事業者の月給の 8 割だという。これらの問題は、

セッサク・プラン、アイ・サラン・プランにおいても改

善が図られている。例えば、すべての保育施設の施設・

設備等の「質の向上」を図るために、2005 年保育施設認

証制度が導入された。補助金など財政的な援助を受ける

ためには、認証制度を受ける必要があるため、評価認証

制度を導入したことにより、施設・設備が改善された保

育施設が増えたそうだ。また、給与水準の引き上げと共

に、長時間労働という勤務体制の改善に向けて保育教師

の増員がなされている。 

韓国における、保育の質の向上に向けた取り組みは、

補習教育が特徴として挙げられるであろう。補習教育と

は、職務教育と昇級教育とに分けられる。職務教育とは、

現職研修（3 年ごとに 40 時間の講義を受講する）、昇級

教育とは、2 級から 1 級へと資格を昇級させるための教

育である。日本においては、幼稚園教諭に義務付けられ

ている現職研修が、保育士には義務付けられていない点

が時に問題として指摘されている。この状況に照らして

みると、現職の保育教師が更なる教育を受けられる制度

が整っている、という点においては、保育の質を担保す

るための一つの方策として考えることができる。 

最後に、保育教師という一つの資格が、等級別に分け

られていることは、保育の質にどのような影響を与えて

いるのだろうか。昇級するために昇級教育を受ける必要

があるという意味において、等級が分かれていることは、

教育を受ける機会の提供とも言え、専門性を高めるため

の教育機会とも考えられる。また、等級が分かれている

ことによって、専門性を高めるための動機づけにもなっ

ているかもしれない。しかし、保育教師を増員するため

に、つまり資格を取りやすくするために、資格要件を下

げるという意味で、等級が 3 級まで設定されているとし

たら、保育の質の低下も免れない。この点については、

今後の課題としたい。 

 

（５）４ヵ国のまとめと考察 

スウェーデンでは、国が地方自治体に対するアドバイ

スを行うことにより適切なグループサイズを図ることが

奨励されている。また、ニュージーランド、イギリスに

おいても、グループサイズが保育の質に影響する要因の

一つとされている。ただ、イギリスやニュージーランド

のように、一つの保育機関であっても子どもによってさ

まざまな利用のタイプが存在する場合（全日利用、パー

トタイムあるいはセッション利用）、一定の集団を形成す

ることが難しいという現状があり、グループサイズの規

定を難しくする要因の一つとも考えられる。このように

上記 3 ヵ国では、グループサイズの規定はないが、グル

ープサイズが大きくならないように押さえていく必要が

あると考えていることが示唆される。 

保育者の資格要件の統一化や高度化についても、韓国、

イギリス、ニュージーランドの 3 カ国で何らかの検討あ

るいは改善が行われている。幼保一元化を機にそれまで

別々だった資格要件を一本化したり、現職の職員の研修

を奨励したり、奨学金や補助金を出すことで高度化する

取り組みが行われているのである。これは、保育施設間

での待遇や賃金の格差を解消するためだけでなく、保育

者の資質を向上させることで保育の質を高めることを目

的としたものである。 

保育の質を担保するために、どの国においても保育施

設は評価機関による評価を受けることになっている。中

でも、今回対象とした 4 カ国のうち、イギリス、ニュー

ジーランド、スウェーデンでは、評価の内容が保育者の

資格や比率も含め、定められた基準を満たしているかど

うかなどのハード面のみにとどまっていない。保育実践

の質、いわばソフト面の評価も行われているのである。 

例えば、イギリスやニュージーランドでは、ナショナ

ル・カリキュラムは、日本の「幼稚園教育要領」や「保

育所保育指針」のように大綱を示すだけでなく、具体的

な保育実践の方法論をも示したものである。実践例や実

践の手引きなどを各保育施設に配布し、活用できるよう

にしているのである。例えば、スウェーデンとニュージ

ーランドでは、保育施設が子どもについてのドキュメン

テーションを作成し、事後の保育活動を組み立てる資料

としている。さらに、それを親とのやりとりに活用する

ことによって、保育評価のエビデンスとするなど、実際

に活用されている。このナショナル・カリキュラムは評

価にも用いられることから、保育実践の内容を外部から

評価するための指標となると同時に、保育者や保育施設

が自らの実践を自己評価することにもつながる。外部と

内部の両面から保育実践を評価することによって、保育

実践の質を向上させることができると考えられるのであ

る。 

 

 

Ⅳ 保育所０・１歳児クラスの観察 

 

１．観察対象園の状況 

住宅街にある定員 120 名の中規模園。0 歳児クラスで

は 18 名の子ども（3 月時点）に保育士 6 名（うち正規職

員 2 名）、1 歳児クラスでは 20 名の子ども（3 月時点）

に保育士 5 名（うち正規職員 2 名）、両クラスを担当す

るフリースタッフ 2 名、看護師がいる。0・1 歳児クラス

の保育室のおおまかな構造は図１のとおりである。 
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図１ 

 

 

２．観察時の保育の流れ 

  0 歳児クラス  １歳児クラス 

9:40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10:30 

 

10:40 

 

 

 

 

 

11:05 

 

 

11:15 

 

 

 

 

 

11:20 

Ｂ・Ｃの部屋に分かれて

遊ぶ。Ｂ・Ｃの部屋は扉

で完全に分けられてい

る。保育者が子どもの様

子を見ながら、Ｂ・Ｃの

部屋を移動できるように

する。 

Ｂ：ゆるやかな坂マット

Ｃ：やわらかボール、箱

引き、積み木等（子ども

の興味に合わせて） 

 

 

 

Ｂ部屋：マットを片付け

る 

→Ｃ部屋から子ども移動

→歌遊びの後コーナー遊

びおままごと、ブロック

等 

Ｃ部屋：保育士がふとん

を敷く 

 

片づけが始まる 

2グループに分かれて、絵

本や歌遊びをする。→自

然な形で合同になり、絵

本を見る。 

 

6 人ずつ手洗いをして、食

卓につく。席についた子

どもから食べ始める。１

テーブルに子ども 4～5

人、保育者 1～2人。 

 

 

 

子どもを3～4人ずつ分

けて園庭に移動して遊

ぶ。こう技台、砂場、

押し車、虫探し等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保育者 1 人、子ども 4

人が園庭から移動し、

トイレの後、Ａ部屋で

遊ぶ。その後も、3～4

人ずつＡ部屋に移動し

て遊ぶ。 

コーナー遊び：おまま

ごと、絵本、手先を使

う遊び等、コーナーに

一人ずつ保育者がい

る。 

 

 

 

 

0 歳児クラスが全員

食卓につくころ、子ど

も 3 人ずつ手洗いをし

て、食卓につく。席に

ついた子どもから食べ

始める。1テーブルに子

ども 5人、保育者 1人。

 

 

３．0歳児クラスの子ども、保育士の様子 

観察時、午前の遊び場面では PM2.5 の影響を避ける

ため、室内での遊びに限定されていた。B 部屋では、4

人の保育士が担当し、子どもは 12 人ほど（随時、C 部

屋の子どもと交代）であった。部屋の中央においた遊具

遊び（ゆるやかな坂マット）を中心に遊びが展開されて

いた。遊具の上を歩いたり、ハイハイしたりする子ども

を支えたり、言葉をかけながらかかわる。遊具に興味を

示していない子どもには、強制せず、様子を見守ってい

る。子どもの様子に合わせながらも、全員の子どもが坂

マットの遊びを経験できるように、保育士同士で相談し

ながら、C 部屋で遊んでいる子どもと交代できるように

している。しかし、無理強いはしない。B 部屋と C 部屋

は、スライド扉でしっかり閉められており、子どもは自

由に開けられない状況であった。 

C 部屋では、2 人の保育士が担当し、子どもが 6 人程

度であった。一人の保育士が中心となり、遊びを展開す

る。その保育士の周りに子どもが集まり、もう一人の保

育士が全体を見たり、遊びに参加しない子どもを膝の上

に座らせたりして過ごす。遊びは、ボール遊び、ダンボ

ール箱を利用した引っ張り遊び、積み木遊び等、子ども

の様子に合わせて変化していった。 

その後、B 部屋のマットを片付け、全員の子どもが B

部屋に集まる。低い音量で音楽をかけ、体操を行う。そ

して、歌遊びへ展開していくが、数人の子どもだけが参

加している状況から、参加する子どもが少しずつ増え、

最終的に全員の子どもが集まり、活動を楽しんでいた。

その後、B 部屋で 4 つのコーナー遊びを展開する。可動

式の家具を動かして、空間を区切り、コーナーを作って

いた。 

子どもたちが遊んでいる間に、食事の配膳がパート職

員によって進められていた。11 時頃には、保育士が一人

増え、C 部屋に布団を敷いた後、配膳の手伝いに加わっ

た。その後、子どもの着席を手伝い、最後にきたグルー

プの子どもたちと同席した。 

B 部屋では、同時刻の 11 時頃から、子どもたちの様

子を見ながら、自然に少しずつ片付けが始める。「おかた

づけですよ」等の言葉かけは特になく、強制的に片付け

ているような様子には見られなかった。その後、まずは

2 グループに分かれて、手遊びや絵本を読んだ後、自然

なかたちで合同になり、絵本を楽しむ。 

配膳が終了したのを見計らって、2 人の保育士が 6 人

の子どもたちをトイレまで誘導し、手洗いをした後、固

定の席に座る。同席する保育士も決まっている。席に座

った子どもから食事が始まる。食事の介助をしながらも、

保育士も一緒に食べる。食事の時などのグループは固定

されており、ゆるやかなグループ分けと担任制を臨機応

変に使い分けている。 

 

４．考察 

①遊びの内容によって部屋を分ける 

B 部屋では移動運動を促す遊び（坂マット）、C 部屋で

は保育士が子どもの様子を見ながら、遊具を変化させて

いた。B 部屋と C 部屋の境はスライド扉であり、開けて

おくこともできると思われるが、しっかり閉められてい

た。このような環境設定は、坂マットに子どもが集中し

てしまうことを防ぎ、安全面への配慮だけでなく、遊ん

でいる子どもが充分楽しめる環境を保障することにつな

食事スペース 

トイレ・手洗い 食事準備室

部屋Ａ 部屋Ｂ 部屋Ｃ 

食事準備開始 
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がると思われる。近藤 54)は、乳幼児期には多様な動きを

経験することが重要であり、特に乳児期には移動運動の

重要性を指摘している。この場面でも、保育者は部屋間

で子どもを交代させており、移動運動（坂マット）を経

験してほしいという保育者の意図が伝わってくる。しか

し、一斉活動として取り入れているわけではなく、また、

決して無理強いをしていない。環境を用意し、子どもの

興味を引き出しながら運動を促すことを重視しているこ

とが示唆される。 

 

②活動移行時における小グループ制 

遊びから食事へ移行する際、同机となる子どもたちを

中心とする小グループに分かれ、時間差をつけて移動し

ている。席は固定席となっており、着席した子どもから

食事を始める。3 歳未満児の保育では、活動移行時は煩

雑になりやすいだけでなく、子どもを待たせてしまうこ

とも多く見られる。しかし、小グループで移動し、席に

ついた子どもから食事を始めることで、移行がスムーズ

なだけでなく、無意味に子どもを待たせることがなくな

る。保育環境評価スケール・乳児版 55)の食事場面におけ

る評価項目には、「食事／間食の時間は段取りがうまくい

っている（年齢差に応じて待たせることを避ける等）」と

いう内容も見られる。活動から活動へのスムーズな移行

を可能とする環境は、乳児期の保育において質を担保す

る一つの要素と考えることもできると思われる。そして、

保育士同士の細やかな連携が、スムーズな移行を可能と

していることも大変重要なことであると考えられる。 

 

 

Ⅴ まとめと今後の課題 

 

本研究では、グループサイズ、比率、資格要件の 3 つ

の観点に着目し、OECD 諸国の保育制度を概観し、イギ

リス、ニュージーランド、スウェーデン、韓国の保育制

度を調査した。その結果、国によってさまざまな現状に

あることが明らかになった。国によって保育制度の背景

となっている文化や歴史がさまざまであることを考える

と当然の結果とも考えられる。しかしながら、グループ

サイズの規定がある国や、推奨されている数値が示され

ている国はどのような経緯を経て明示されたかについて

は、その根拠となるデータや文献まで辿り着くことがで

きなかった。この点にいては今後の課題としたい。 

グループサイズの制限を設けることの効果について

は、総合的な調査の結論として、グループサイズが保育

の過程の質（例えば、保育者と子どもの関係、保護者と

のコミュニケーション）に効果があるとしているものの、

すべての研究が効果を見出しているわけではないという

ことが指摘されている 56)。また、Goelman ら57)は、保

育者間で、指示、相談、仕事の課題への話し合いの機会

が、保育者のやりがいにつながることを見出している。

そして、望ましい労働条件が保育者の仕事への満足感と

その保持への改善を引出し、子どもの発達につながるよ

うな感性豊かな、刺激のある子どもとの相互作用を生み

出すことも示されている。 

これらの知見は、グループサイズ、比率、資格要件が

望ましい状況であれば、保育の質が担保することができ

るわけではないこと、また、質の高い保育がグループサ

イズ、比率、資格要件といった単独の要素によるもので

はないということを示していると考えられる。したがっ

て、保育の質を考えるには、多様な要因を総合的に捉え

ることが重要といえる。グループサイズを比率や資格要

件と関連づけて捉えた上で、これらを保育の環境や状況

に応じて総合的・具体的に考え、保育の質を担保するた

めに、何が条件として必要なのかを検討することが求め

られると考えられる。秋田ら 58)は、わが国においては、

質の実証研究も質に関わる日本独自の理念や思想研究も

まだ十分に研究が行なわれておらず、日本独自の保育の

質とは何なのか、そしてそれを捉えるためにはどのよう

な理念枠組みが必要であるかが、今後求められることを

指摘している。このようなことから、諸外国の保育制度

を参考にしながらも、日本の文化や現状にあった保育の

質を担保するための保育方法や保育環境の工夫を考えて

いくことが重要であると考えられる。 

上述したように、イギリスやニュージーランドにおけ

るナショナル・カリキュラムは、具体的な保育実践の方

法論をも示したものであり、実践例や実践の手引きなど

を各保育施設に配布し、活用できるようにしている。日

本においても、このような保育実践の方法論を示してい

くことも保育の質を担保するために必要ではないだろう

か。その際、日々のくらしと主体的な遊びを基盤とし、

保育者の関与として非言語的な関わりや教育の意図を埋

め込んだ保育環境の構成方法が重視される文化的価値を

基盤とした 59)、日本独自の保育観を大切にした提示の仕

方が求められると思われる。 

さらに、0 歳児クラスの観察から、全体のグループサ

イズは大きくても活動内容に応じて柔軟に小グループ化

が図られたり（遊びによって空間設定を変更したり場所

を限定する）、保育士が状況をみながら、一人ひとりの子

どもに合わせた対応（活動移行時や生活場面における小

グループ制）が可能となる保育方法の工夫の一旦が垣間

見られた。 

現在の日本の定員超過の状態では、グループサイズを

規定して制限するということは現実的な対応ではないと

考えられる。むしろこのような事例を収集し、規模の大

きいクラスの中にあっても、子どもの個別性を尊重した

応答的関わりを担保することを重視した保育の体制を構

築することが必要であると考えられる。 

本研究では１園での 1 日のみの観察であった。今後は

横断的・縦断的に観察を行い、このようなデータを収集

していくことが重要であると考えられる。その中で、グ
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ループサイズが大きい場合にも保育方法や保育環境をど

のように工夫することで保育の質を担保することができ

るのか、何が条件として必要なのかを検討していきたい。 

 

 

注 1：児童福祉法改正により、平成 24 年 4 月 1 日より児童福祉

施設に関する人員･設備･運営基準は都道府県等の条例に委任さ

れることになった。保育所については､児童福祉施設最低基準に

おける人員、居室面積、人権侵害防止等の基準を｢従うべき基準｣

としているが、待機児童問題が深刻で地価が高いと認められた

35 市区では､期限付きで居室面積基準について、地域の実情に

応じた内容を定めることが許容されている。 
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